
 令和５年３月２３日(木)から、名古屋市介護保険課事業者指導担当の事務室が市役所

本庁舎より下記のとおり移転しますのでお知らせします。

移転年月日 令和5年3月23日（木）

移転先

〒461-0005  

名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 ＤＰスクエア東桜8階 

「名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 東桜分室」

開庁時間 
月曜日から金曜日  午前 8時45分～午後5時 15分 

（休日・祝日・年末年始を除く） 

電話番号 

052-959-2592 ： 施設サービス 

（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、 

介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護） 

052-959-3087 ： 居宅系サービス、居住系サービス  

（その他の介護保険サービス及び有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け

住宅） 

FAX 052-959-4155

e-mail a2592@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

名古屋市介護保険課 指導担当の移転について

名古屋市営地下鉄東山線・名城線「栄」

駅 徒歩 6分 

名古屋市営地下鉄桜通線「高岳」駅

徒歩 4分 

ご来訪の際は公共交通機関をご利用

ください。 

※障害者手帳等（敬老手帳を除きます）の交

付を受けている方が当ビルの有料駐車場

をご利用の場合は、手帳を提示いただくこ

とにより駐車料金を免除しますので、事前

にご連絡ください。 


